
２０２１年４月２１日（水）１１時３０分～１３時３０分

問い合わせ先：日本弁護士連合会人権部人権第一課
電話：０３－３５８０－９４８３ ＦＡＸ：０３－３５８０－２８９６
※御提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理いたします。

１ 報告「日弁連意見書について」
採澤友香（第二東京弁護士会，日弁連人権擁護委員会特別委嘱委員）

２ パネルディスカッション「事例と実践に基づく障害者差別解消法の意
義と改正の必要性について」
パネリスト：佐藤聡氏（日本障害フォーラム（ＪＤＦ）幹事会副議長・パラレル

レポート特別委員会事務局長）
大谷省吾氏（大阪市福祉局障がい者施策部企画調整担当課長）
廣川麻子氏（特定非営利活動法人シアターアクセシビリティネット

ワーク理事長，東京大学先端科学技術研究センター当
事者研究分野ユーザーリサーチャー）

高野亜紀（高知弁護士会，日弁連人権擁護委員会特別委嘱委員）
コーディネーター：関哉直人（第二東京弁護士会，日弁連人権擁護委員会特別委嘱委員）

締切：２０２１年４月１６日（金）
https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/shougai/sabekai/
上記ＵＲＬ又は二次元バーコードから必要事項を入力し、お申し込み
ください。申込みいただいた方に、追ってZoom参加方法などをお知
らせします。ＵＤトークの利用を希望される方は，上記ＵＲＬ又は二
次元バーコードからその旨御連絡ください。

２０１６年４月１日に施行された障害者差別解消法の見直し（改正）について，内
閣府障害者政策委員会での議論を経て，本通常国会へ改正法案が提出されています。
日弁連は，２０１９年１１月２１日に「障害者差別禁止法制の見直しを求める意見

書」を公表しました。
この意見書の中でも，特に，①民間事業者における合理的配慮の義務化，②差別の

定義の新設，③「障害者」の定義の見直し，④紛争解決システムの整備の４点につい
ては，法の規定が不十分・不明確であることから，実務において現実の権利救済が困
難となる事態が生じており，即急な改正及び施行が必要とされるものです。
本シンポジウムでは，あらためてこの意見書の内容をお伝えするとともに，改正の

内容が実務に及ぼす影響，改正が予定されている内容の問題点，あるべき改正の中身
について議論し，これらの点を参加者の皆様と共有したいと考えています。

Zoomで御参加いただけますので，是非御参加ください。

Web開催

本当にやくだつ障害者差別解消法へ

申込方法

日弁連主催シンポジウム

プログラム（予定）
手話通訳，ＵＤトークあり
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